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第１節 特定目標事業量 

 

 

平成16年度 平成21年度 
事業番号 子育て支援サービス 

実施事業量 目標事業量 

１ 通常保育事業 
設置 11か所 

定員 1,626人 

設置 12か所 

定員 1,754人 

２ 延長保育事業 
設置 

１時間 3か所 

２時間 2か所 

設置 

１時間 3か所 

２時間 3か所 

５ 一時保育事業 
設置 1か所 

定員 6人 

設置 4か所 

定員 24人 

６ 休日保育事業 
設置 0か所 

定員 －人 

設置 1か所 

定員 12人 

７ 
乳幼児健康支援一時預かり事業 

（病後児保育（施設型）） 

設置 0か所 

定員 －人 

設置 1か所 

定員 4人 

８ 
子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ事業） 

設置 0か所 

定員 －人 

設置 1か所 

定員 10人 

９ 
子育て短期支援事業 

（ショートステイ事業） 

設置 0か所 

定員 －人 

設置 1か所 

定員 2人 

１１８ 
放課後児童健全育成事業 

（学童クラブ） 

設置 8か所 

定員 420人 

設置 10か所 

定員 540人 

１４ ファミリーサポートセンター事業 
設置 0か所 

登録 －人 

設置 1か所 

登録 400人 

１２ 子ども家庭支援センター事業 設置 1か所 
設置 1か所 

（先駆型に） 

１３ 地域子育て支援センター事業（Ｂ型） 設置 1か所 設置 1か所 

１３ 子育てひろば事業（Ａ型） 設置 3か所 設置 3か所 

６１ 産後支援ヘルパー事業 
年間派遣回数 

 －回 

年間派遣回数 

 240回 

１２６ 虐待防止ネットワーク事業 整備 0か所 整備 1か所 

＊１ 厚生労働省及び東京都から示された特定目標の事業項目。 

＊２ 先駆型とは、虐待家庭等に対する見守りサポートと虐待を未然に防止するた

めの虐待防止支援訪問事業を追加実施するもの。 

 

 



 

－３６－ 

第２節 基本目標の施策の展開 

 

基本目標１ 子育て家庭の支援 

 

主要課題 （１）地域での子育て家庭の支援 

 子育て情報の提供、相談体制を充実するとともに、親同士の交流ができる場を提供し、

子育て仲間の輪を広げます。さらに、地域で子育てを支援する人材、団体を育成し、地域

子育て支援サポートシステムの基礎を築いていきます。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

1 認可保育所による

通常保育事業 

保護者の就労により、児童が保育に欠ける場

合、保育を実施する。 

実施中  

１１か所 

 定員 

 1,626人 

充 実  

１２か所

 定員

 1,754人

2 延長保育事業 保護者の就労形態の多様化に対応し、延長保

育を実施する。 

実施中 

 １時間型 

   ３か所 

 ２時間型 

   ２か所 

充 実 

１時間型

  ３か所

 ２時間型

  ３か所

3 低年齢児保育事

業 

３歳未満児保育を実施する。 実施中 

１１か所 

 定員 

 ６１８人 

充 実 

１２か所

 定員

 ６６９人

4 幼稚園における預

かり保育事業 

早朝、延長、長期休暇の預かり保育を実施す

る。 

実施中 

 

継 続 

 

5 一時保育事業 保護者が傷病等により、児童を家庭で監護でき

ない場合、一時的に保育する。 

実施中 

１か所 

 定員６人 

充 実 

４か所

定員２４人

6 休日保育事業 保護者が休日での就労等により、児童を家庭

で監護できない場合に対応し、休日保育を実施す

る。 

未実施 実 施 

 １か所

 定員

 １２人

7 病後児保育事業 保育所に通所している病気の回復期の児童を

対象に、診療所等で一時的に保育を実施する。 

未実施 実 施  

１か所

定員４人

①地域の子育て支援サービスの充実 

(注)網かけについては新規の事業を表す（以下同様）。 



第３章 施策の展開 

－３７－ 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

8 トワイライトステイ

事業 

保護者が夜間まで帰宅できない場合など、子ど

もの監護が困難な場合、施設等で平日の夜間

(1O時まで)や休日に一時的に児童を預かる。 

未実施 実 施 

１か所

定員１０人

9 ショートステイ事業 保護者が疾病等により、児童を家庭で養育でき

ない場合、施設等で短期間(7日以内)児童を預か

る。 

未実施 実 施  

１か所

定員２人

10 認証保育所事業 認可保育所では対応できない保育ニーズを解

消するため、０歳児保育や１３時間開所など柔軟

な保育を行う。０～５歳児を対象とするＡ型と０～２

歳児を対象とするB型の２種類がある。 

実施中 継 続 

11 保育室事業 保育需要の多様化に対応するため、無認可保

育施設の保育室を活用する。 

実施中 継 続 

12 子ども家庭支援セ

ンター事業 

ケースマネージメント手法による子どもと家庭の

支援に関する総合相談、在宅サービスの提供な

どの事業を実施する。 

実施中 

１か所 

従来型 

充 実 

１か所

先駆型に

移行

13 子育てセンター 

事業 

市が指定した保育所で、子育て相談、子育て

啓発活動、子育てサークルの育成、支援などの事

業を行う。 

実施中 継 続 

14 ファミリーサポート

センター事業 

仕事と育児の両立のため、緊急時等の相互援

助を会員組織により実施する。 

未実施 実 施 

１か所

15 民生委員児童委

員活動 

民生委員児童委員の諸活動の円滑化を図るた

め、その経費を支出する。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

13 子育てセンター 

事業（再掲） 

市が指定した保育所で、子育て相談、子育て

啓発活動、子育てサークルの育成、支援などの事

業を行う。 

実施中 継 続 

16 子育て支援情報の

提供 

子育てに関する情報を集約した小冊子を作成

し、児童の保護者に提供する。 

実施中 充 実 

17 幼稚園における相

談情報提供等事

業 

子育てに関する問題について、保護者からの

相談に応じ、随時必要な情報の提供及び助言を

行う。 

実施中 継 続 

 

②子育て情報提供体制の充実 



 

－３８－ 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

13 子育てセンター 

事業（再掲） 

市が指定した保育所で、子育て相談、子育て

啓発活動、子育てサークルの育成、支援などの事

業を行う。 

実施中 継 続 

18 乳幼児育成指導

事業 

育児困難を抱える養育者の育児不安やストレ

スに対し、自ら問題解決に取り組めるよう支援し、

また、母子の孤立化を防ぎ母親同士支えあうこと

ができるように、虐待などの不適応を未然に防ぐ

ことなど、児童の心身の健全な育成発達の助長

を行う。対象：０歳～就学前。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

12 子ども家庭支援セ

ンター事業（再掲） 

ケースマネージメント手法による子どもと家庭の

支援に関する総合相談、在宅サービスの提供な

どの事業を実施する。 

実施中 

１か所 

従来型 

充 実 

１か所

先駆型に

移行

13 子育てセンター 

事業（再掲） 

市が指定した保育所で、子育て相談、子育て

啓発活動、子育てサークルの育成、支援などの事

業を行う。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

19 親子げんきスクー

ル 

発育過程に合わせたプログラムを提供し、運動

の楽しさを体験しながら集団活動や友達との関わ

りに慣れることを支援する。 

実施中 継 続 

20 青少年問題協議

会 

青少年問題に関する総合施策の樹立について

調査審議するとともに関係行政機関相互の連絡

調整を図るほか、当該地方公共団体の長と区域

内関係行政機関に対し、意見を述べるとともに答

申、意見具申等を行う。 

実施中 継 続 

21 青少年補導連絡

会 

街頭補導、環境浄化活動を行う。 実施中 継 続 

22 青少年対策各地

区委員会 

地域における地区委員会活動を行う。 実施中 継 続 

③相談機能の充実 

④子育て支援のネットワークづくり 

⑤児童の健全育成 
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現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

23 北多摩地区保護

観察協会 

旧北多摩地区の１８市で構成し、犯罪予防、更

生活動及び地域社会の環境浄化に取り組んでい

る北多摩地区保護観察協会を支援する。 

実施中 継 続 

24 北多摩西地区保

護司会武蔵村山

分区補助金 

社会を明るくする運動、青少年の犯罪の予防、

保護観察研修会及び更生活動等を行っている北

多摩西地区保護司会武蔵村山分区へ活動費の

一部補助を行う。 

実施中 継 続 

25 社会を明るくする

運動実施委員会 

地域住民の理解と協力により、犯罪や非行の

防止と、罪を犯した人や非行に陥った少年の更生

を支えることを目的に、運動を実施している社会を

明るくする運動実施委員会を支援する。 

実施中 継 続 

26 少年・少女スポー

ツ大会 

少年野球大会、少年・少女サッカー大会、ドッジ

ボール大会を開催する。 

実施中 継 続 

 

 

主要課題 （２）仕事と子育ての両立 

 子育て中の男女の多様な働き方や父親の子育て参画の促進などについて、事業所の理解

と協力を求めていくとともに、男女共同の家庭づくりの重要性を啓発し、男性の家事参加

の促進を図ります。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

27 男女共同参画促

進のための啓発事

業 

男女共同参画促進のためのフォーラムの開

催、情報誌の発行を行う。 

実施中 継 続 

 

 

①仕事と子育ての両立の推進 



 

－４０－ 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

27 男女共同参画促

進のための啓発事

業（再掲） 

男女共同参画促進のためのフォーラムの開

催、情報誌の発行を行う。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

28 ハローワーク求人

情報の提供 

ハローワークで発行している「ハローワーク求人

情報」を庁舎の２か所に設置することにより、就業

を希望する市民に対し、就業機会の確保を図る。 

実施中 継 続 

29 求人情報相談の

充実 

身近に求人情報が得られるように情報提供シ

ステムの充実を図る。また女性、高齢者、障害者

などの就業機会の確保を図るため、ハローワーク

との連携を密に、女性職業サービスルーム等の

相談業務の活用を促進する。 

未実施 実 施 

30 資格・技能情報の

収集と提供 

適性に見合った職業選択、有効な資格や技能

の取得ができるよう、情報収集し市民に提供す

る。 

実施中 継 続 

31 転職・再就職講座

の開催 

転職や再就職を円滑に進めるため、労働関係

機関等と連携しながら、適性の発見や能力開発

のための講座を開催する。 

未実施 実 施 

32 国・都の機関との

連携 

労働関連法規や処遇の改善等を身近に相談

できる窓口の紹介と周知を図る。 

実施中 継 続 

 

 

②父親の子育て参加の促進 

③就職・再就職への支援の充実 
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主要課題 （３）子育て家庭への経済的支援の充実 

 医療費の助成、養育費・教育費の負担軽減など、子育て家庭を経済的に支援していきま

す。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

33 児童手当 家庭における生活の安定と次代を担う児童の

健全育成及び資質の向上を図るため、小学校３

年生までの児童を養育している方に手当を支給

する。 

実施中 継 続 

34 乳幼児医療費助

成事業 

義務教育就学前の乳幼児の医療費の保険給

付に係る一部負担金（自己負担金）及び入院時

の食事代を助成する。 

実施中 充 実 

 

35 私立幼稚園就園

奨励費補助金 

私立幼稚園就園事業を行う施設等に対し、減

免額分を市が補助することによって幼児教育の振

興を図り、また、公・私立幼稚園間の保護者負担

の格差是正を図る（国・市）。 

実施中 継 続 

36 出産育児一時金 国民健康保険の被保険者が出産した場合（他

の医療保険制度により、同様の給付を受けられる

場合を除く。）一時金を支給する。 

実施中 継 続 

37 就学奨励費支給

事務 

経済的理由によって、就学困難と認められる学

齢児童・生徒の保護者に対して、学用品費、給食

費等の補助を行う。 

実施中 継 続 

38 奨学資金 学校教育法第１条に規定する高等学校等に在

学又は入学する向学心旺盛で経済的理由により

就学困難な者に奨学資金を支給する。 

実施中 継 続 

39 私立幼稚園等園

児保護者負担軽

減補助金 

私立幼稚園等に通園する園児の保護者に対

し、補助金を交付する（都・市）。 

実施中 継 続 

40 私立高等学校入

学資金貸付 

私立高等学校に入学する際に入学金の一部を

無利子で貸付けする。 

実施中 継 続 

41 生活保護受給世

帯に対する健全育

成経費交付事業 

被保護世帯に属する児童・生徒に対し、健全育

成経費を交付する。 

実施中 継 続 

 

 

①各種支援制度の充実 



 

－４２－ 

基本目標２ 母子の健康の確保と増進 

 

主要課題 （１）母と子の健康づくり 

 女性には、母性機能があるため、ライフステージの各段階に応じた健康づくりが必要で

す。 

 特に、妊産婦は、妊娠、出産、育児に対して何らかの不安を抱えているケースが多く、

子育てに関する正確な情報提供や適切な助言を行うことにより、母親の子育てを支援して

いくことが課題です。 

 さらに、乳幼児の病気の予防や早期発見に努め、子どもを病気から守ることも重要な課

題といえます。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

42 健康づくり推進協

議会の設置 

市民健康づくり推進協議会を開催し、生活習慣

病予防、健診事業、健康コーナー等について協議

する。 

実施中 継 続 

43 健康コーナー ポスターやパネル等を活用して多くの市民の

方々に母子保健事業サービスや子どもの成長を

社会全体で支えあう必要性を具体的にわかりや

すく提示する。 

実施中 継 続 

44 母子保健連絡協

議会の設置 

母子保健連絡協議会において、母子保健に関

する基本的事項を協議し、母子保健施策の効果

的な推進を図る。 

未実施 実 施 

45 母子健康手帳の

交付及び活用 

妊産婦健康診査、乳幼児健康診査の結果等を

記載し、後の保健指導等の参考とする。 

実施中 継 続 

46 母親学級（パパと

ママのマタニティー

クラス） 

母親学級として母性科では、妊婦及び配偶者

等を対象として、妊娠・出産・産祷期の特徴と健

康管理、及び新生児期の保育等についての講義

と実習を行い、並びに妊婦に対しては歯科健康診

査を行う。 

実施中 継 続 

47 妊産婦健康診査 妊婦の健康管理を助け、妊婦及び乳幼児の死

亡率低下、障害発生の予防等を図るため、妊娠

前期・後期各１回の健康診査を実施。また、B型

肝炎ウイルス抗原検査を妊娠前期の健康診査時

に実施する。産婦健診は３～４か月児健診時に実

施する。 

実施中 継 続 

①疾病予防・健康増進事業の推進 



第３章 施策の展開 

－４３－ 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

48 先天性代謝異常

等検査 

生後５日目～７日目の赤ちゃんに対し、（早期

発見、早期治療することにより知的障害などを防

ぐ可能性が高い病気、フェニールケトン尿症等の

代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症など）ス

クリーニング検査を行う。 

実施中 継 続 

49 妊産婦・新生児訪

問指導 

妊産婦・新生児等に対し、助産師又は保健師

を訪問させ、妊産婦の健康状態、新生児の発育・

疾病予防等について、指導助言を行う。 

実施中 継 続 

50 乳幼児健康診査 身体発育、運動機能、精神発達の状況等を診

査し、栄養、歯科、育児等に関する指導を実施す

る。 

実施中 継 続 

51 育児相談 乳幼児を対象に、身体計測、育児・栄養・歯科

などの相談を行う。 

実施中 継 続 

52 予防接種 予防接種法に基づく定期予防接種ならびに、

結核予防法に基づく結核検診を実施し、感染症

等の予防に努める。 

実施中 継 続 

53 精密健康診査 妊婦健康診査、乳幼児健康診査の結果異常

があり、精密健康診査の必要が認められた妊婦、

乳幼児に対して公費負担で精密健康診査を行

う。 

実施中 継 続 

54 乳幼児歯科健康

教 室 （ か む か む

キッズ） 

幼児における初期のむし歯予防を目的に、食

事のポイント、おやつの試食、歯みがきなどについ

て学ぶ教室を実施する。 

実施中 継 続 

55 乳幼児歯科相談 ０歳児～６歳児までを対象に１歳６か月児歯

科、２歳児歯科、３歳児歯科健康診査を踏まえ、

口腔の健全な発育・発達を図るため、継続的な健

康診査、指導、処置等を実施する。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

18 乳幼児育成指導

事業（再掲） 

 

育児困難を抱える養育者の育児不安やストレ

スに対し、自ら問題解決に取り組めるよう支援し、

また、母子の孤立化を防ぎ母親同士支えあうこと

ができるように、虐待などの不適応を未然に防ぐ

ことなど、児童の心身の健全な育成発達の助長

を行う。対象：０歳～就学前。 

実施中 継 続 

45 母子健康手帳の

交付及び活用（再

掲） 

妊産婦健康診査、乳幼児健康診査の結果等を

記載し、後の保健指導等の参考とする。 

実施中 継 続 

47 妊産婦健康診査

（再掲） 

妊婦の健康管理を助け、妊婦及び乳幼児の死

亡率低下、障害発生の予防等を図るため、妊娠

前期・後期各１回の健康診査を実施。また、B型

肝炎ウイルス抗原検査を妊娠前期の健康診査時

に実施する。産婦健診は３～４か月児健診時に実

施する。 

実施中 継 続 

②妊娠・出産・育児に関する家庭支援 



 

－４４－ 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

50 乳幼児健康診査

（再掲） 

身体発育、運動機能、精神発達の状況等を診

査し、栄養、歯科、育児等に関する指導を実施す

る。 

実施中 継 続 

56 保健指導票の交

付 

経済的な理由で、医療機関での健康診査を受

けることが困難な妊産婦や乳幼児に対して、保健

指導票の交付を行う。 

実施中 継 続 

57 妊娠中毒症等の

医療給付 

妊娠中毒症は、妊産婦の死亡原因になるととも

に、未熟児、心身障害児の発生原因となるなど、

出生児に対する影響も著しいので、早期に適切な

医療を受けることを容易にするため、必要な医療

給付を行う。 

実施中 継 続 

58 入院助産 入院して分娩する必要があるにもかかわらず、

経済的にその費用を払うことが困難な者を助産施

設に措置する。 

実施中 継 続 

59 母子栄養強化食

品の支給 

経済的な理由で、ミルクの購入が困難な妊産

婦及び乳児に対して、粉ミルクの支給を行う。 

実施中 継 続 

60 住民活動従事者

への支援 

自主グループに保健師等が随時参加し、活動

を支援する。 

実施中 継 続 

61 産後支援ヘルパー

事業 

出産後間もないため家事や育児が困難な核家

族家庭に対して、訪問して身の回りの世話や育児

を行う。 

未実施 実施 

年間

派遣回数

240回

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

62 思春期の保健対

策の強化 

正しい性に関する知識を得ることができるよう

思春期講座の開催等PR等に努める。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

63 離乳食教室 ４か月～６か月の乳児を対象とし、試食を通し

て離乳食の進め方を学ぶ教室を実施する。 

実施中 継 続 

64 学校給食の充実 学校給食施設・設備の計画的な改善、衛生、

栄養管理を進めるなど学校給食の充実に努め

る。 

実施中 継 続 

 

 

③思春期保健等の充実 

④食育の推進 



第３章 施策の展開 

－４５－ 

主要課題 （２）保健医療の充実 

 地域のかかりつけ医をもつよう奨励するとともに、休日・夜間の救急医療体制の充実に

努めます。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

43 健康コーナー（再

掲） 

ポスターやパネル等を活用して多くの市民の

方々に母子保健事業サービスや子どもの成長を

社会全体で支えあう必要性を具体的にわかりや

すく提示する。 

実施中 継 続 

65 休日急患診療事

業 

休日・祝日及び年末年始における急病患者の

診療を実施する。 

実施中 継 続 

66 休日準夜急患診

療事業 

休日及び祝日の準夜における急病患者の診療

を実施する。 

実施中 継 続 

67 休日歯科急患診

療事業 

休日及び年末年始における急病患者の診療を

実施する。 

実施中 継 続 

 

 

 

①小児医療の充実 



 

－４６－ 

基本目標３ 教育環境の整備 

 

主要課題 （１）学校教育の充実 

 子どもが個性を発揮し、のびのびとゆとりある生活を送れるよう、個性ある教育の推進

と基礎学力の向上を図ります。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

38 奨学資金（再掲） 学校教育法第１条に規定する高等学校等に在

学又は入学する向学心旺盛で経済的理由により

就学困難な者に奨学資金を支給する。 

実施中 継 続 

40 私立高等学校入

学 資 金 貸 付 （ 再

掲） 

私立高等学校に入学する際に入学金の一部を

無利子で貸付けする。 

実施中 継 続 

68 青少年青年音楽

活動団体講師派

遣事業 

青少年青年吹奏楽活動を推進する団体に対

し、武蔵村山市教育委員会が講師を派遣すること

により、音楽活動の発展と演奏技術の向上及び

若年層の情操教育を推進する。 

実施中 継 続 

69 学校週５日制対応

事業 

学校週５日制の実施に伴い、子どもたちが土曜

日を有効に活用するための事業の実施を推進す

る。 

実施中 継 続 

70 帰国子女等指導

事業 

外国から帰国、又は来往した児童・生徒が日本

の社会生活に速やかに適応できるよう、日本語の

指導及び生活指導を実施する。 

実施中 継 続 

71 学校プール指導事

業 

学校プールに補助員を配置し、児童の安全確

保、水泳技術の習得及び体位の向上を図る。 

実施中 継 続 

72 小・中学校健全育

成事業 

小・中学校における健全育成事業の円滑な推

進を図るため、奨励費を交付する。 

実施中 継 続 

73 公立中学校総合

体育大会 

生徒の体力向上及び豊かな人間形成を図るた

め、市立中学校の総合体育大会を実施する。 

実施中 継 続 

74 鑑賞教室 日頃、接することの少ないオーケストラの生演

奏を聴き、音楽の美しさを味わうことや観劇によ

り、豊かな心情を育てるとともに鑑賞態度を学ぶ

ため実施する。 

実施中 継 続 

75 部活動補助事業 心身ともに発育成長期の生徒の人格形成に大

きな影響を及ぼす部活動の円滑な運営を図るた

め、助成を行う。 

実施中 継 続 

76 連合行事運営事

業 

各種展示会、講習会等を開催し、児童・生徒の

学習意欲の向上を図る。 

実施中 継 続 

77 野山北公園内水

稲栽培 

自然体験・勤労体験学習及び児童の健全育成

の一環として、野山北公園内学習田において水

稲栽培を実施する。 

実施中 継 続 

①確かな学力、豊かな心や健やかな体の育成 
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現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

78 外国青年英語教

育推進事業 

武蔵村山市立中学校の外国語（英語科）の授

業及び特別活動における英語指導に関し、外国

青年を教員補助として学校に配置し、外国語教

育の充実を図るとともに、国際理解教育（市内小

学校にも派遣）の推進に役立てる。 

実施中 継 続 

79 武蔵村山市教育

のつどい 

児童・生徒が自ら体験の中で考えたり、感じた

りしたことを発表し合い、よりよい生き方について

学ぶ。また、教職員、保護者、地域の人たちも児

童・生徒を育てる環境づくりを学ぶことができる。 

実施中 継 続 

80 中学校区実践活

動推進事業 

武蔵村山市立中学校区教育推進協議会が行

う活動に対し、奨励費を交付する。 

実施中 継 続 

81 修学旅行・移動教

室 

学校外に教育の場を求めて行われる修学旅行

等の教育活動に対し、保護者の負担軽減を図

る。 

実施中 継 続 

82 健康診断事業 学校における児童・生徒の健康診断を実施す

る。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

83 学校教室等開放 市民のふれあいや生涯学習活動の場として、

小・中学校教室の地域開放を試行的に２校で実

施する。 

実施中 継 続 

84 学校いきいきプラ

ン教員補助者派遣

事業 

市立小学校の補助教員を配置し、児童一人一

人に目の行き届いた教育の実現を図る。 

実施中 継 続 

85 部活動指導費助

成事業 

市立中学校における部活動指導者に対する補

助を行う。 

実施中 継 続 

86 各種研修会 教職員の資質向上と、より教育水準を高めるこ

とを目的として、各種研修会を実施する。 

実施中 継 続 

87 研究紀要の作成 教職員の研究成果等を冊子にまとめ、教職員

及び関係機関等へ配布し、教育振興に役立て

る。 

実施中 継 続 

88 小・中学校教育研

究会奨励事業 

市立小・中学校の教育振興と教員の資質向上

を目的として、全教員で組織された研究会が行う

研究活動に対して、奨励費を交付する。 

実施中 継 続 

89 市立学校校内研

究奨励事業 

教育の充実振興に資するため、校内の自主研

究活動に対し、助成を行う。また、特色ある教育

及び特色ある学校づくりを推進するため、奨励費

を交付する。 

実施中 継 続 

90 ２１世紀における

学校のあり方に関

する懇談会 

学校を取り巻く環境の変化を踏まえ、今後どの

ような方向性をもって学校づくりを進めるかを検討

するために懇談会を設置し、学校選択制及び学

期のあり方並びに小・中一貫校について検討す

る。 

実施中 継 続 

91 学校施設整備事

業 

小・中学校施設の整備を行い、良好な環境の

確保に努める。 

実施中 継 続 

②信頼される学校づくり 



 

－４８－ 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

92 教育相談室 不登校等生徒の心の問題解決のため、教育相

談室(心の教室、カウンセリングルーム、教育セン

ター)の相談体制等の充実を図る。 

実施中 継 続 

93 適応指導教室 学校に行けない児童・生徒に対し学習指導等

を行い、学校生活への復帰を支援する。 

実施中 継 続 

 

 

主要課題 （２）幼児教育の充実 

 幼児教育の充実の観点から、幼児教育振興事業を推進し、幼稚園、保育園及び小学校と

の間で教育・育成目標の連続性を図り、連携を強化します。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

94 幼児対象子育て

支援事業 

幼児に集団で遊ぶ機会を与え、その遊びを通し

て社会性の基礎を養うとともに、母親同士の交流

を図り、親子が共に成長することを促す。 

実施中 継 続 

95 おはなしの会 乳幼児から小学生及びその保護者を対象に、

本に親しむ習慣をつくるため、絵本や紙芝居の読

み聞かせ、パネルシアター、手遊びなどを実施す

る。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

96 幼稚園、保育所及

び小学校との連携 

幼稚園、保育所及び小学校との間で教育・育

成目標の連続性を図り、連携を強化する。 

未実施 実 施 

 

 

 

③いじめ・不登校等への取組み 

①基本的な生活習慣づくり、思いやりの心や健やかな体の育成 

②小学校教育への連続性を意図した教育内容の充実 
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主要課題 （３）家庭や地域の教育力の向上 

 楽しい子育てを実現する学習機会を充実し、家庭の子育て力・教育力の向上を支援しま

す。 

 また、地域ぐるみで子どもを育てる意識を醸成し、地域住民の関心を喚起して地域全体

で子どもの健全育成を進める体制をつくります。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

46 母親学級（パパと

ママのマタニティー

クラス）（再掲） 

母親学級として母性科では、妊婦及び配偶者

等を対象として、妊娠・出産・産祷期の特徴と健

康管理、及び新生児期の保育等についての講義

と実習を行い、並びに妊婦に対しては歯科健康診

査を行う。 

実施中 継 続 

97 「家庭の日」普及

活動 

青少年の健全育成について、家庭が最も大切

な役割を持つという認識から、家庭がその機能を

十分に発揮できるためのきっかけづくりとして、毎

月第一日曜日を「家庭の日」として位置付け、ＰＲ

活動を行う。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

69 学校週５日制対応

事業（再掲） 

学校週５日制の実施に伴い、子どもたちが土曜

日を有効に活用するための事業の実施を推進す

る。 

実施中 継 続 

83 学校教室等開放

（再掲） 

市民のふれあいや生涯学習活動の場として、

小・中学校教室の地域開放を試行的に２校で実

施する。 

実施中 継 続 

98 世代間交流の促

進 

児童と高齢者等との交流を通して、世代間交

流を促進する。 

未実施 実 施 

99 青少年健全育成

講演会 

青少年健全育成強調月間（毎年11月）に同月

間の趣旨を踏まえて講演会を実施する。 

実施中 継 続 

100 青少年リーダー研

修会 

地域活動のリーダーを養成することを目的とし

て、中学生を対象に野外活動施設でのキャンプ

実習等を通してリーダーとしての基本的な知識、

技術、態度を学習する。 

実施中 継 続 

①家庭教育の充実 

②地域の教育力の向上 



 

－５０－ 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

101 ヤングリーダー研

修会 

地域活動のリーダーを養成することを目的とし

て、中学校卒業以上の市民を対象に福祉施設で

の実習等を通してリーダーとしての基本的な知

識、技術、態度を習得する。 

実施中 継 続 

102 青少年・青年吹奏

楽団の育成支援 

地域における社会教育活動を推進する。 実施中 継 続 

103 図書館資料の充

実 

資料の充実を図り、文化的教養の高揚に寄与

する。 

実施中 継 続 

 

 

 

 



第３章 施策の展開 

－５１－ 

基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備 

 

主要課題 （１）バリアフリーのまちづくり 

 子育て世帯が安心して外出できるよう、道路や公共施設、公共交通機関、建築物などの

バリアフリー化を一層促進するとともに、子ども連れの人が安心して利用できる公共施設

などの設備改善を図ります。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

104 公共的建築物の

バリアフリー化 

段差のない安全で快適な出入り口や歩行空間

の確保等に配慮をした公共的建築物の整備の充

実を図る。 

実施中 継 続 

105 道路環境の充実 既設道路においては、通行者の安全を図るた

め歩道の切り下げや段差の適切な解消など安全

で快適な歩道の整備を進める。 

実施中 継 続 

106 路線バス等の利用

環境の充実 

子ども、子ども連れの親など誰もが安心して乗

り降りできるようノンステップバスの導入促進など

を関係機関に要請する。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

107 賃貸住宅の供給

促進 

市民の多様な住宅需要に対応するため、公的

住宅の整備を東京都、東京都住宅供給公社、都

市再生機構など引き続き住宅供給主体に要請す

るとともに、都営住宅のパンフレット等の配布を引

き続き行う。 

実施中 継 続 

 

①子育てを支援するバリアフリーのまちづくり 

②子育てを支援する居住環境の整備 



 

－５２－ 

主要課題 （２）安全・安心まちづくり 

 子どもが交通事故被害に遭わないよう、スクールゾーンを含めたわかりやすい通学路の

標示、歩道及び防護柵の設置などの整備を進めるとともに、幼少時からの交通安全教育を

推進し、自ら身を守る意識を育てます。 

 また、防犯灯の設置や地域の子どもは地域で守る意識を醸成し、犯罪から子どもを守る

活動を地域と協働して進め、子どもが犯罪被害に遭わない、安全・安心まちづくりを推進

します。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

108 都市核地区土地

区画整理事業 

道路・公園等の公共施設の整備改善と宅地の

利用の増進を図り、総合的なまちづくりを行う。ま

た、良好な住宅地の整備を図り、緊急時や防災

等に強い環境とする。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

109 安 全 ・ 安 心 パ ト

ロール活動の推進 

子どもの登下校時における通学路の点検、公

園の巡回などのパトロール活動を強化する他、地

域のボランティア団体、関係機関と情報を共有し

た積極的な「安全・安心パトロール」を推進する。

実施中 継 続 

 

 

①安全な道路交通環境の整備 

②安心して外出できる環境の整備 



第３章 施策の展開 

－５３－ 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

110 児童・生徒に対す

る交通安全教育の

推進 

児童・生徒に対する交通安全映画会の実施、

モデル校における自転車運転免許制度の導入な

ど、交通安全思想の普及啓発と運転技能の向上

を図り、子どもの交通事故防止に努める。 

実施中 継 続 

111 交通安全教育等

実施 

交通安全思想の普及を図るため、学校の夏期

休業前に、各自治会、交通安全協会、防犯協会

及び東大和警察署の協力を得て、映画会を実施

する。 

実施中 継 続 

112 乳幼児補助装置

貸出事業 

交通事故による乳幼児の被害を軽減するため

に、チャイルドシート、ベビーシートの貸出を行う。

実施中 継 続 

113 学童交通擁護員 学童交通擁護員を配置し、児童の登下校時の

交通安全を確保する。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

109 安 全 ・ 安 心 パ ト

ロール活動の推進

（再掲） 

子どもの登下校時における通学路の点検、公

園の巡回などのパトロール活動を強化する他、地

域のボランティア団体、関係機関と情報を共有し

た積極的な「安全・安心パトロール」を推進する。

実施中 継 続 

114 子どもを守るため

の活動の推進 

防犯講習会、防犯映画会を通じて子どもの防

犯意識の高揚に努める他、関係機関、団体と連

携した、「子ども110番ハウス」事業、児童・生徒に

対する防犯ブザー貸与事業を推進する。 

実施中 継 続 

115 東大和地区防犯

協会補助金 

東大和地区防犯協会が行う防犯対策事業に

対し補助金を交付することより、防犯対策の強化

を図る。 

実施中 継 続 

116 防犯対策推進費

自治会交付金 

武蔵村山市の自治会が行う防犯対策事業に

対し交付金を交付することにより、防犯対策の強

化を図る。 

実施中 継 続 

 

 

③子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

④子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 



 

－５４－ 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

114 子どもを守るため

の活動の推進（再

掲） 

防犯講習会、防犯映画会を通じて子どもの防

犯意識の高揚に努める他、関係機関、団体と連

携した、「子ども110番ハウス」事業、児童・生徒に

対する防犯ブザー貸与事業を推進する。 

実施中 継 続 

117 交通災害共済事

業 

市内に居住する小、中学生を対象に公費負担

で交通災害共済に加入し、万が一の交通事故被

害に備える。 

実施中 継 続 

 

 

主要課題 （３）子どもの居場所の確保 

 子どもの「居場所づくり」を含めた子どもの遊び場についての検討を進め、子どもたち

が学習や遊びなどの活動をしやすい環境を整えることを推進します。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

118 学童クラブ 小学校１年生～３年生（障害児については、６

年生まで）のうち、放課後帰宅しても保護者の労

働又は疾病等により、適切な監護が受けられない

児童を対象に、一定時間組織的に指導し、その

危険防止と健全育成に努める。 

実施中 

８か所 

定員 

420人 

充 実 

１０か所

定員

540人

119 保育所の園庭開

放 

日時等を指定し、園庭を地域の子どもたちの交

流の場として開放する。 

実施中 継 続 

120 幼稚園における園

庭・園舎の開放 

子育て相談や未就園児の親子登園等を推進

する。 

実施中 継 続 

121 学校校庭等開放 市立小・中学校の屋内運動場及び校庭を社会

教育団体にスポーツ開放事業として開放するとと

もに、各小学校の校庭を当該校児童を対象とした

遊び場開放事業として開放する。 

実施中 継 続 

 

 

⑤被害に遭った子どもの保護の推進 

①学校等を利用した居場所づくり 



第３章 施策の展開 

－５５－ 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

122 児童館合同事業 市内６館の児童館が合同して事業を行い、児

童の交流を促進する。 

実施中 継 続 

123 児童館の充実 地域の子どもたちの「遊びの場」、「交流の場」

として、児童館機能の充実を図る。 

実施中 継 続 

124 児童館 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進

し、情操を豊かにするため各種行事を行い、児童

の健全育成に努める。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

125 児童遊園・運動広

場の整備 

だれもが行きたくなるような公園の整備を進め

る。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②児童館の充実 

③公園、ひろばの整備 



 

－５６－ 

基本目標５ 支援が必要な子どもと家庭への取組みを推進 

 

主要課題 （１）児童虐待の防止 

 児童虐待防止法の周知を図り、児童の虐待の防止に努めるとともに、関係機関と連携し、

児童虐待の早期発見、早期対応、アフターケアを図ります。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

126 児童虐待防止の

ネットワーク事業 

児童虐待の早期発見、早期対応を目指し、関

係機関との連携による児童虐待防止のネットワー

クづくりを進める。 

未実施 実 施 

１か所

127 児童虐待防止マ

ニュアル作成 

児童虐待防止マニュアルやポスター等を作成

する。 

未実施 実 施 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

12 子ども家庭支援セ

ンター事業（再掲） 

ケースマネージメント手法による子どもと家庭の

支援に関する総合相談、在宅サービスの提供な

どの事業を実施する。 

実施中 

１か所 

従来型 

充 実 

１か所

先駆型に

移行

127 児童虐待防止マ

ニュアル作成（再

掲） 

児童虐待防止マニュアルやポスター等を作成

する。 

未実施 実 施 

128 被害児童カウンセ

リング 

暴力等の被害を受けた子どもの精神的ダメー

ジの軽減、立ち直りを支援するため、カウンセリン

グを実施する。 

未実施 実 施 

 

 

①児童虐待の早期発見体制の確立 

②児童虐待の防止 



第３章 施策の展開 

－５７－ 

主要課題 （２）ひとり親家庭への支援 

 子どもの健やかな成長を妨げることがないよう、母子家庭、父子家庭へ福祉サービスな

どの支援を行うとともに、就業が困難な母子家庭の自立を支援します。また、個々の家庭

状況に合った子育てサービスの情報提供、相談に努め、きめ細かな支援を行います。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

129 ひとり親家庭ホー

ムヘルパー派遣事

業 

中学生以下の児童のいるひとり親家庭に対し、

ホームヘルパーを派遣し、その福祉の向上を図

る。 

実施中 継 続 

130 児童扶養手当 18歳に到達した年度末までの児童(児童に障害

のある場合は20歳未満)を養育しているひとり親

家庭の母(父に重度の障害がある場合を含む。)

又は養育者に手当を支給する(国)。 

実施中 継 続 

131 児童育成手当 児童の心身の健やかな成長に寄与することを

目的に、ひとり親家庭等で１８歳に達した日の属

する年度の末日以前の児童や２０歳未満で重度

の障害を持つ児童を養育している方に手当を支

給する（都）。 

実施中 継 続 

132 母子生活支援施

設保護 

配偶者のいない女子等で、児童に充分な養育

をしかねる者及びその児童を母子生活支援施設

に保護し、福祉の向上を図る。 

実施中 継 続 

133 ひとり親家庭小・

中学校入学児童

入学準備金 

ひとり親家庭等の児童が小・中学校に入学する

ときの入学準備金を支給し、児童福祉の増進と保

護者の負担軽減を図る。 

実施中 継 続 

134 ひとり親家庭医療

費助成事業 

ひとり親家庭等に対して、医療費の一部を助成

し、保護者の負担軽減と保健の向上等を図る。 

実施中 継 続 

135 養育家庭への支

援活動のＰＲ普及 

養育家庭支援活動に関するPRを普及する。 未実施 実 施 

136 ひとり親家庭への

各種制度のＰＲ普

及 

ひとり親家庭の生活の安定と、その児童の福

祉を図るため、経済的支援策等各種制度のＰＲを

普及する。 

実施中 継 続 

 

 

①ひとり親家庭への自立支援の推進 



 

－５８－ 

主要課題 （３）障害児施策の充実 

 乳幼児の障害の早期発見に努めるとともに、障害児の学習援助と機会を提供し、地域で

一緒に育つノーマライゼーションの実践を目指します。 

 

◎ 施策の方向 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

137 心身障害者（児）

医療費助成事業 

 

心身障害児の医療費の保険給付に係る一部

負担金（自己負担金）を助成し、保健及び福祉の

向上に寄与する（都・市）。 

実施中 継 続 

138 特別障害者手当

等 

住宅の重度心身障害者（児）に手当を支給し、

対象者（児）の福祉の向上に寄与する（国）。 

実施中 継 続 

139 心身障害者（児）

福祉手当 

心身障害者（児）に手当支給し、対象者（児）の

福祉の向上に寄与する（都・市）。 

実施中 継 続 

140 心身障害児通所

訓練 

心身の発達に障害を持つ幼児に対し、基本的

生活習慣の指導をはじめ、専門の療法士等によ

る言語訓練等を行うことにより心身の発達に努

め、福祉の向上を図る。 

実施中 継 続 

 

 

 

 

【事業内容等】 

現状 目標 
NO 事業 事業内容 

16年度 21年度 

131 児童育成手当（再

掲） 

児童の心身の健やかな成長に寄与することを

目的に、ひとり親家庭等で１８歳に達した日の属

する年度の末日以前の児童や２０歳未満で重度

の障害を持つ児童を養育している方に手当を支

給する（都）。 

実施中 継 続 

141 特別児童扶養手

当 

20歳未満で、日常生活に著しい制限を受ける

状態にある児童を監護又は養育している父母又

は養育者に対し手当を支給する(国)。 

実施中 継 続 

142 介助員 心身障害学級等に介助員を配置し、より効率

的な授業運営を図る。 

実施中 継 続 

143 心身障害学級 心身障害学級の児童・生徒に対し、より充実し

た教育の実施を図る。 

実施中 継 続 

 

 

①障害児保育の充実 

②学習援助と機会の提供 




